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【出願番号】特願2020-534820(P2020-534820)
【国際特許分類】
   Ｃ１２Ｎ   5/07     (2010.01)
   Ｃ１２Ｎ   5/09     (2010.01)
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】令和3年9月3日(2021.9.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　幹細胞を標的にするインビトロの方法であって、ガンマ－カルボキシルグルタミン酸成
分（ＧＬA成分）に連結したペイロードを含む分子と細胞とを接触させる工程を含み、
　前記ＧＬA成分が、ＧＬAドメインまたはその活性断片を含み、前記分子がＧＬAタンパ
ク質由来の活性触媒ドメインを含まない、方法。
【請求項２】
　ガンマ－カルボキシルグルタミン酸成分（ＧＬA成分）に連結したペイロードを含む、
患者に投与され、幹細胞を標的化する、ペイロードの生体内への送達用分子であって、前
記ＧＬA成分は、ＧＬAドメイン又はその活性断片を含み、前記分子は、ＧＬＡタンパク質
由来の活性触媒ドメインを含まない、分子。
【請求項３】
　ＧＬAドメインまたはその活性断片が、トロンビン、第ＶＩＩ因子、第ＩＸ因子、第Ｘ
因子、プロテインＣ、プロテインＳ、プロテインＺ、オステオカルシン、マトリックスＧ
ＬAタンパク質（ＭＧＰ）、ＧＡＳ６、トランスサイレチン（ＴＴＲ）、インターアルフ
ァトリプシン阻害剤、ペリオスチン、プロリンリッチＧＬA１（ＰＲＲＧ１）、プロリン
リッチＧＬA２（ＰＲＲＧ２）、プロリンリッチＧＬA３（ＰＲＲＧ３）、及びプロリンリ
ッチＧＬA４（ＰＲＲＧ４）から独立して選択されるタンパク質由来である、請求項１に
記載の方法又は請求項２記載の送達用分子。
【請求項４】
　前記ＧＬAドメインまたはその活性断片がプロテインＳ由来である、請求項３に記載の
方法又は送達用分子。
【請求項５】
　前記ＧＬA成分が、ＥＧＦドメインをさらに含む、請求項１から４のいずれか１項に記
載の方法又は送達用分子。
【請求項６】
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　前記ＥＧＦドメインがプロテインＳ由来である、請求項５に記載の方法又は送達用分子
。
【請求項７】
　前記ＧＬAドメイン成分が、クリングルドメインをさらに含む、請求項１から請求項６
のいずれかに記載の方法又は送達用分子。
【請求項８】
　前記ＧＬA成分が配列番号６に示した配列を含む、請求項１から請求項７のいずれか１
項に記載の方法又は送達用分子。
【請求項９】
　前記分子が前記幹細胞に内部移行される、請求項１から請求項８のいずれか１項に記載
の方法又は送達用分子。
【請求項１０】
　前記細胞が非アポトーシス性である、請求項１から請求項９のいずれか１項に記載の方
法又は送達用分子。
【請求項１１】
　前記細胞がアポトーシス性である、請求項１から請求項１０のいずれか１項に記載の方
法又は送達用分子。
【請求項１２】
　前記幹細胞が、胚性幹細胞または成人幹細胞であり、外套細胞、放射状グリア細胞、骨
髄間質細胞、骨膜、膵臓前駆細胞、血管内皮前駆細胞、芽細胞、及び栄養膜幹細胞などの
、前駆細胞、造血幹細胞、筋原幹細胞、骨芽前駆幹細胞、神経幹細胞、及び間葉系幹細胞
を含む、請求項１から請求項１１のいずれか１項に記載の方法又は送達用分子。
【請求項１３】
　前記幹細胞が表面マーカーＣＤ３４を発現し、Ｌｉｎｅａｇｅ陽性表面マーカーに対し
て陰性である（すなわちＬｉｎ－ｖｅである）、請求項１から請求項１２のいずれか１項
に記載の方法又は送達用分子。
【請求項１４】
　前記幹細胞が、ＣＤ９０＋ｖｅ、ＣＤ１３３＋ｖｅ、ＣＤ１０５＋ｖｅ、ＣＤ４５＋、
Ｌｉｎ－ｖｅ、ＣＤ４８－ｖｅ、及びＣＤ２４４－ｖｅである、請求項１から請求項１３
のいずれか１項に記載の方法又は送達用分子。
【請求項１５】
　前記幹細胞が、Ｌｉｎ－ｖｅ、ＣＤ３４＋ｖｅ、ＣＤ３８－ｖｅ、ＣＤ４５ＲＡ－ｖｅ
、ＣＤ９０＋ｖｅ、及びＣＤ４９ｆ＋ｖｅである、請求項１から請求項１４のいずれか１
項に記載の方法又は送達用分子。
【請求項１６】
　前記幹細胞が非癌性である、請求項１から請求項１５のいずれか１項に記載の方法又は
送達用分子。
【請求項１７】
　前記幹細胞が癌幹細胞である、請求項１から請求項１６のいずれか１項に記載の方法又
は送達用分子。
【請求項１８】
　前記癌幹細胞が上皮由来のものである、請求項１７に記載の方法又は送達用分子。
【請求項１９】
　癌幹細胞が、ＣＤ４４、ＣＤ１３３、ＣＤ２４、ＣＤ９０、ＣＤ２７１、ＣＤ４ｆ、Ｃ
Ｄ１３、及びこれらのうちの２つ以上の組み合わせから選択される表面マーカーを発現す
る、請求項１８に記載の方法又は送達用分子。
【請求項２０】
　前記幹細胞が造血性由来のものである、請求項１から請求項１７のいずれか１項に記載
の方法又は送達用分子。
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